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目黒区空家等対策審議会条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、目黒区空家等対策審議会条例（平成３０年３月目黒区条

例第１１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（委員） 

第２条 条例第３条の規定により区長が委嘱し、又は任命する委員は、次のと

おりとする。 

(1)  区内関係団体の構成員 １４人以内 

(2) 区議会議員 ２人以内 

(3) 学識経験者 ４人以内 

(4) 関係行政機関又は東京都の職員 ３人以内 

(5) その他区長が必要と認める者 ７人以内 

（専門部会） 

第３条 専門部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は会長が、副部会長は部会長が指名する。 

３ 部会長は、専門部会を招集し、議事を整理する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

（関係者の意見聴取等） 

第４条 目黒区空家等対策審議会（以下「審議会」という。）及び専門部会は、

必要があると認めるときは、学識経験者その他関係者の意見を聴き、又は助

言を受けることができる。 

２ 前項の規定による学識経験者その他関係者の招請は、審議会にあっては会

長が、専門部会にあっては部会長が行う。 

（委員の除斥） 

第５条 審議会の委員は、直接の利害関係のある事項については、その議事に
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加わることができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席

し、発言することができる。 

（庶務） 

第６条 審議会及び専門部会の庶務は、都市整備部都市整備課が担当する。 

（委任） 

第７条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 

付 則 

 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 


